
（平成２１年４月２２日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 59 件

国民年金関係 55 件

厚生年金関係 4 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 53 件

国民年金関係 40 件

厚生年金関係 13 件

年金記録確認東京地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

東京国民年金 事案 4032  

                    

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 42 年４月から 44 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年４月から 44年３月まで 

    私の国民年金は、昭和 44 年３月ごろ、当時、同棲していた妻が、区役所

出張所で加入手続をし、申立期間の国民年金保険料を納付してくれた。妻

から、「加入手続の際に区の職員から、２年間さかのぼって保険料を納め

るように言われて納付した。」と聞いている。申立期間の保険料が未納と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間後は、おおむね国民年金保険料を納付している。 

   また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 44 年３月ごろ

の時点で、申立期間は、保険料を過年度納付及び現年度納付することが可能

な期間である上、申立人の国民年金の加入手続をし、保険料を納付していた

とする妻は、国民年金に加入した経緯、加入状況及びさかのぼって保険料を

納付するに至った経緯、納付方法、納付金額等について具体的に記憶してい

るなど、申立内容に不自然さは見られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 4033 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 56 年４月から 60 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 56年４月から 60年３月まで 

    私の申立期間の国民年金保険料は、妻が市役所出張所で納付してくれて

いた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き、60 歳に至るまで国民年金保険料をすべて納付

している。 

また、申立期間前後の期間の保険料は納付済みである上、申立人の保険料

を納付していたとする妻は、保険料の納付場所、納付方法等について具体的

に記憶しており、申立人は、申立期間及びその前後の期間を通じて職業及び

生活状況等に特段の変化も見られないなど、申立期間の保険料が未納となっ

ていることは不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 4034 

                                

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 57年 10月から同年 12月までの期間及び 60年４月から同年

９月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められ

ることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 57年 10月から同年 12月まで 

             ② 昭和 60年４月から同年９月まで 

    私の申立期間の国民年金保険料は、夫の給与振込口座から口座振替で納

付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、夫が厚生年金保険加入期間中も国民年金に任意加入し、申立期

間を除き、60歳に至るまで国民年金保険料をすべて納付している。 

また、申立期間は３か月及び６か月と、いずれも短期間であり、申立期間

前後の期間の保険料は、いずれも納付済みである上、昭和59年作成の申立人

の納付状況リストによると保険料を口座振替で納付していたことが確認でき、

さらに、申立人は、申立期間及びその前後の期間を通じて、夫の職業等の生

活状況等に特段の変化は認められないとともに、申立人は、保険料納付のた

めの口座は、電気、ガス等の公共料金等の定期的な支払関係のものの専用口

座として使用しており、常に残高不足とならないように注意していたと説明

するなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年 

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 4035 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 36 年４月から 38 年４月までの期間及び

41 年５月から同年９月までの期間の国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 38年４月まで  

              ② 昭和 41年５月から同年９月まで  

              ③ 昭和 48年４月から同年９月まで      

私は、区の職員から、「今なら、保険料をさかのぼってすべて納付する

ことができる。」と言われたことから、夫婦二人の国民年金の加入手続を

し、それまで未納であった夫婦二人分の国民年金保険料をすべて金融機関

で納付した。生命保険を解約して保険料を納めたと記憶している。申立期

間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

    （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の納付記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き、60歳に至るまで国民年金保険料をすべて納 

付している。 

申立期間①及び②については、保険料を納付したと主張する時期は第２回 

特例納付が実施されていた時期であり、納付したとする金額も、当該期間の

保険料を特例納付した場合の金額とおおむね一致している上、申立人は、保

険料の納付原資について具体的に記憶しているなど、申立内容に不自然さは

見られない。 

しかしながら、申立期間③については、申立人が当該期間の保険料を納付

していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、当該期間は、

第２回特例納付の納付可能期間ではない上、申立人夫婦の国民年金手帳の記

号番号が払い出された昭和 50 年 11 月ごろの時点では、時効により保険料を



                      

  

過年度納付することもできない期間であるなど、当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 36 年４月から 38 年４月までの期間及び 41 年５月から同年９月までの

期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 4036 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 37 年 10 月から 38 年４月までの期間及び

41 年５月から 48 年３月までの期間の国民年金保険料については、納付して

いたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37年 10月から 38年４月まで  

              ② 昭和 41年５月から 48年９月まで  

    私は、区の職員から、「今なら、保険料をさかのぼってすべて納付する

ことができる。」と言われたことから、亡夫が、夫婦二人の国民年金の加

入手続をし、それまで未納であった夫婦二人分の国民年金保険料をすべて

金融機関で納付してくれた。生命保険を解約して保険料を納めたと記憶し

ている。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き、60 歳に至るまで国民年金加入期間の国民年金

保険料をすべて納付している。 

申立期間①及び申立期間②のうちの昭和 41 年５月から 48年３月までの期 

間については、保険料を納付したと主張する時期は第２回特例納付が実施さ

れていた時期であり、納付したとする金額も、当該期間の保険料を特例納付

した場合の金額とおおむね一致している上、申立人は、保険料の納付原資に

ついて具体的に記憶しているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間②のうち、昭和 48 年４月から同年９月までの期

間については、申立人の夫が当該期間の保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、当該期間は、第２回特例納付の納

付可能期間ではない上、申立人夫婦の国民年金手帳の記号番号が払い出され

た 50 年 11 月ごろの時点では、時効により保険料を過年度納付することもで

きない期間であるなど、当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 



                      

  

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 37 年 10 月から 38 年４月までの期間及び 41 年５月から 48 年３月まで

の期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。  



                      

  

東京国民年金 事案 4037 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 38年 12月から 39年３月までの期間及び 46年１月から同年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められ

ることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38年 12月から 39 年３月まで 

             ② 昭和 46年１月から同年３月まで 

    私の国民年金は、私が 20 歳のころに、父が加入手続をし、申立期間①の

国民年金保険料を納付してくれていた。また、申立期間②の保険料は、区

役所の職員に未納を指摘され、納付書により金融機関で納付したはずであ

る。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、夫が厚生年金保険加入期間中も国民年金に任意加入し、申立期

間を除き、60歳に至るまで国民年金保険料をすべて納付している。 

申立期間①については、４か月と短期間であり、当該期間直後の期間の保

険料は納付済みである上、当該期間は、申立人の国民年金手帳の記号番号が

払い出された昭和 39 年９月ごろの時点で、保険料を過年度納付することが可

能な期間であり、また、申立人の国民年金の加入手続をし、保険料を納付し

てくれていたとする父親は、当該期間を含め、自身の保険料を完納している

など、申立内容に不自然さは見られない。 

申立期間②については、３か月と短期間であり、当該期間前後の期間の保

険料は納付済みである上、申立人は、当該期間の保険料を納付した経緯、保

険料の納付方法、納付場所、納付金額等について具体的に記憶しているなど、

申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 4038                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 56 年４月から 58 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年４月から 58年３月まで 

私は、昭和 58 年ごろに市役所職員から国民年金保険料の未納があると

言われ、納付が可能であると言われた２年分の保険料を納付したはずであ

る。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間前後の期間の国民年金保険料は納付済みである上、申立

人は、７回の転居をしているが、転居に伴う国民年金の住所変更手続は適正

に行われている。 

また、申立人は、夫の死亡後、申立人自身が保険料の納付を開始した以降、

保険料をすべて納付している上、申立人の夫が死亡した後の 58 年ごろに市

役所で遺族年金の相談をした際に国民年金担当職員から申立人の保険料の未

納を伝えられるとともに、２年分の国民年金保険料を過年度納付することが

できると教えられ、当該保険料を納付したとする申立人の申立内容に不自然

さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 4043 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、昭和 43 年４月から 44 年３月までの期間の国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正すること

が必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年４月から 44年３月まで 

    私の国民年金保険料は、結婚するまでの期間、私の母が納めてくれてい

たはずである。私の申立期間の保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間後の国民年金保険料をすべて納付しており、申立人の

国民年金の加入手続及び保険料を納付していたとする母親も、自身の保険料

を昭和 36 年４月から 60 歳に到達するまですべて納付している。また、申立

人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 46 年 12 月頃は、第１回特

例納付実施期間内であり、この時点では時効となっている申立期間直後の 44

年４月から同年９月までの保険料は納付済みとなっていることから、当該期

間の保険料は特例納付により納付されたものと考えられ、申立人の母親が、

申立期間の保険料も同時期に納付したと考えるのが自然である上、申立期間

当時、申立人と同居し一緒に働いていた叔母は、申立人の母親が申立人の保

険料を最初までさかのぼって納付したと話していたと証言しているなど、申

立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 4044 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 60 年４月から同年６月までの期間及び

60 年 10 月から同年 12 月までの期間の国民年金保険料については、納付して

いたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 58年 12月から 59 年９月まで 

             ② 昭和 60年４月から同年６月まで 

             ③ 昭和 60年 10月から同年 12月まで 

    私は、20歳になった時に、母から「国民年金保険料を納めておくから、

納められるようになったら納めなさい」と言われたことを記憶している。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

    申立期間②及び③については、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出

された昭和 61年 12月ごろの時点では、過年度納付が可能な期間である上、

それぞれ３か月と短期間である。また、納付したとする申立人の母親は当該

期間前後の国民年金保険料を継続的に時効期間が経過する前に過年度納付し

ていることが確認できることから、当該期間の保険料のみを納付しなかった

とすることは不自然である。 

しかしながら、申立期間①については、申立人の母親が当該期間の保険料

を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立

人の母親から当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況

が不明確であるなど、申立人の母親が当該期間の保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。また、上記払出し時点では、当該

期間は時効により保険料を納付できない期間であり、別の手帳記号番号が払

い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 60年４月から同年６月までの期間及び 60年 10月から同年 12月までの

期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 4045 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和48年10月から同年12月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和48年10月から同年12月まで 

    私は、昭和47年に国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付し

ていた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和47年１月以降、申立期間を除き国民年金保険料をすべて納付

している上、申立期間は３か月と短期間である。また、申立期間直前の同年７

月から９月までの保険料は、当初は未納とされていたが、申立人の所持してい

た領収書により、納付済みに記録が訂正されており、行政側において申立人の

納付記録の管理が適切に行われていなかった状況が見られることなど、申立人

の申立期間の保険料が未納とされていることは不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 4046 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 43 年 10 月から 45 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年 10月から 45年３月まで 

 私は、昭和 44 年１月ごろ義母の国民年金保険料を徴収に来た集金人に勧

められ、国民年金に加入し、３か月前の 43 年 10 月分から保険料を納めてき

た。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間後の国民年金保険料はすべて納付済みである上、申立人

の国民年金手帳の記号番号は昭和 43 年 12 月ごろに払い出されており、当該時

点では申立期間始期にさかのぼって保険料を現年度納付することが可能である。

また、申立人は、加入当初は集金人に納付したと説明しており、当時申立人が

居住していた区では、集金人による徴収が行われていたことが確認できる。さ

らに、当時同居し、申立人と一緒に保険料を納付していたとする義母は、36

年４月から 60 歳に到達するまで申立期間を含め保険料をすべて納付している

など、申立期間の保険料が未納となっていることは不自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 

 

 

 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案 4047 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 39 年 10 月から 41 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年 10月から 41年３月まで 

    私の国民年金の加入手続は、母が行ってくれ、母から「あなたの保険料

は最初から納付してあるから安心よ」と言われたことを記憶しており、申

立期間の保険料は母が納付してくれたはずである。申立期間の保険料が未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除く期間の国民年金保険料をすべて納付しており、

申立人の申立期間の保険料を納付していたとする母親は、申立期間を含めて

自身の保険料をすべて納付している。また、申立人の国民年金手帳の記号番

号は昭和 41 年 10 月に払い出されており、申立期間の保険料を過年度納付す

ることが可能であるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

                          

東京国民年金 事案 4052 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 52 年３月の国民年金保険料については、納付していたものと

認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年３月 

    私の妻は、私の申立期間の国民年金保険料を納付した。申立期間の保険

料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間を除き、国民年金保険料をすべて納付している上、申

立期間は１か月と短期間である。また、国民年金手帳の記号番号が連番で払

い出され、申立期間の保険料を納付したとする申立人の妻は、申立期間の保

険料が納付済みであるなど、申立期間の保険料のみが未納とされていること

は不自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案 4053 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 42 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 42年３月まで 

    私は、夫とともに国民年金に加入し、町内会役員に夫婦２人分の国民年

金保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納

得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間直前の昭和 36 年３月に国民年金手帳の記号番号が連番

で払い出されており、自身の国民年金保険料と一緒に納付していたとする元

夫の申立期間の保険料は納付済みとなっている上、申立期間当時に納付して

いたとする保険料額は、当時の保険料額と一致している。また、町内会の役

員に印紙で納付し、国民年金手帳に検認印を押してもらっていたとする方法

は、申立人が当時居住していた市の納付方法と合致しているなど、申立内容

に不自然さは見られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 4054 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 47 年１月から同年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年 12月から 40 年３月まで 

② 昭和 47年１月から同年３月まで 

    私は、将来のために申立期間の国民年金保険料を納付してきた。申立期

間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、当該期間前後の国民年金保険料は納付済みであり、当

該期間は３か月と短期間である。また、申立人が当該期間の保険料を区から送付さ

れた納付書により区役所の窓口で納付したと説明する方法は、申立人が居住してい

た区で行われていた当時の納付方法と合致するなど、申立内容に不自然さは見られ

ない。 

 しかしながら、申立期間①については、申立人が当該期間の保険料を納付

していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は当

該期間の保険料を納付書で納付していたと説明しているが、申立人が当時居

住していた区においては、当該期間当時の保険料の納付方法は印紙検認方式

であったことが確認できる上、納付していたとする保険料額は、当該期間の

保険料額と大きく異なるなど、当該期間の保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。また、申立人の国民年金手帳の記号番号

が払い出された昭和45年８月時点では、当該期間は時効により保険料を納付

することができない期間であり、別の手帳記号番号が払い出されていたこと

をうかがわせる事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和47年１月から同年３月までの期間の国民年金保険料を納付していたもの

と認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 4055 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45年７月から 46年３月までの期間及び 47年１月から同年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められる

ことから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

                       

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45年７月から 46年３月まで 

② 昭和 47年１月から同年３月まで       

    私の妻は、夫婦二人分の国民年金保険料を３か月に一度、自宅近くの金

融機関で納付書により納付していた。申立期間の保険料が未納とされてい

ることに納得できない。                    

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 42 年４月以降、申立期間を除き国民年金保険料をすべて納

付している上、申立期間は計 12 か月と短期間である。また、申立人の妻が、

納付書により金融機関で保険料を納付したとする納付方法は、申立人が当時

居住していた区の納付方法と合致している上、納付したとする金融機関は、

申立期間当時開設されており、保険料の収納業務を行っていたことが確認で

きるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

 

東京国民年金 事案 4056 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 40 年３月までの期間、42 年１月から同年３月

までの期間及び 45 年７月から同年９月までの期間の国民年金保険料について

は、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 40年３月まで 

             ② 昭和 42年１月から同年３月まで 

             ③ 昭和 45年 7月から同年９月まで 

    私は、国民年金制度が発足したときに家主夫婦と一緒に国民年金に加入

し国民年金保険料を納付していたが、未納があると言われたため、申立期

間①の保険料を特例納付した。また、申立期間②及び③については、集金

人に保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

   

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、申立人が当該期間の国民年金保険料をさかのぼっ

て納付したとする時期は、第２回特例納付の実施期間であり、国民年金手帳

の記号番号が申立人と連番で払い出され、一緒に特例納付したとする当時の

家主夫婦のうち夫は、オンライン記録で第２回特例納付により納付している

ことが確認できる。また、申立人が納付したとする金額は、当該期間の保険

料及び家主夫婦が特例納付したとする期間の保険料を納付した場合の保険料

額とおおむね一致している上、家主夫婦からは、特例納付した際の状況につ

いて申立人の説明と同様な証言が得られている。さらに、申立期間②及び③

については、当該期間前後の期間の保険料は納付済みであり、当該期間はそ

れぞれ３か月と短期間である上、申立人が納付したとする金額は当該期間の

保険料額とおおむね一致しているなど、申立内容に不自然さは見られない。 



                      

  

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 4059 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 47 年７月から 49 年３月までの期間及び 59 年８月から 60 年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められ

ることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 47年７月から 49年３月まで 

             ② 昭和 59年８月から 60年３月まで 

    私は、会社を退職して結婚後、私が区役所で夫婦二人の国民年金の加入

手続をして、それ以後夫婦二人分の国民年金保険料を一緒に納付してきた。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 44 年８月以降、申立期間を除き国民年金加入期間の国民

年金保険料をすべて納付しており、申立期間①については、当該期間前後の

期間の保険料は現年度納付されていること、申立期間②については、申立人

は、役場で厚生年金保険から国民年金への切替手続をしたことやその方法な

どを具体的かつ鮮明に記憶していること、申立人が保険料を一緒に納付した

とする申立人の夫の申立期間の保険料はいずれも現年度納付されていること

など、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 4060 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 48 年３月から 49 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年３月から 49年３月まで 

私は、申立期間の国民年金保険料を納付書により納めていた。申立期間

の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き国民年金保険料をすべて納付しており、申立期

間は、13 か月と比較的短期であり申立期間前後の期間の保険料も納付済みで

ある。 

また､申立人は昭和 55 年６月に申立期間直前の期間の保険料を含めて 45 か

月分の保険料を第３回特例納付により納付しており、当該納付時点で 60 歳到

達時まで保険料を納付すれば、特例納付をしなくても年金の受給資格期間を

満たしており、年金を満額に近づけるため特例納付をしたものと考えられる

こと､申立期間当時保険料を納付する資力があったものと考えられることなど、

申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 4065                         

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間のうち、昭和 52 年４月から 61 年３月までの国民年金保

険料については、免除されていたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37年 11月から 39 年３月まで 

             ② 昭和 39年８月から 41年３月まで 

             ③ 昭和 52年４月から 61年３月まで 

     私の申立期間①の国民年金保険料については、私が集金人に納付してい

たはずであり、申立期間②の保険料については、夫が集金人に夫婦二人分

の保険料を納付していたはずであり、申立期間③の保険料については、夫

が保険料の免除申請を行っていたはずである。申立期間の保険料が未納と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間③については、申立人の夫は、当該期間の自身の保険料が厚生年

金保険の記録が追加されるまでは申請免除されている上、申請手続の際の状

況に関する記憶が具体的である。また、昭和 62 年４月から平成 10 年７月ま

での夫婦二人分の保険料は申請免除となっているが、その免除の申請日及び

処理日は、夫婦同一であることが確認できることから、基本的に夫婦一緒の

納付行動をとっていたものと考えられる上、保険料の免除申請があった場合

には、世帯単位の所得を元に免除の適否が判断されることから、申立人及び

その夫は、当該期間当時には経済的に困窮していたものと考えられ、夫のみ

が免除となっていることは不自然である。 

   しかしながら、申立期間①及び②については、申立人及びその夫が申立期

間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告

書等）が無く、申立人及びその夫は、国民年金の加入手続及び保険料の納付

状況に関する記憶が曖昧
あいまい

であるなど、当該期間の保険料を納付していたこと



                      

  

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 40 年７月時

点では、申立期間①の一部の期間は時効により保険料を納付できない期間で

あり、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当

たらない。 

 その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間のうち、昭

和 52 年４月から 61 年３月までの国民年金保険料については免除されていた

ものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 4066 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 40 年１月から同年３月までの期間及び

41 年１月から同年３月までの期間の国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 37年 12月まで 

② 昭和 40年１月から 同年 ３月まで 

③ 昭和 41年１月から 同年 ３月まで 

 私の申立期間の国民年金保険料は、私の父親が納付してくれていたはず

である。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②及び③については、いずれも３か月と短期間であり、当該期間

前後の期間の国民年金保険料が納付済みである上、当該期間前後の期間の保

険料はすべて期限内に納付されていることが確認できるなど、申立人の父親

が当該期間の保険料を納付しなかったとすることは不自然である。 

しかしながら、申立期間①については、申立人の父親が、当該期間の保険

料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ま

た、申立人自身は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、

父親から当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不

明確であるなど、父親が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 40 年１月から同年３月までの期間及び 41 年１月から同年３月までの期

間の国民年金保険料については納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 4067 

                       

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 37 年４月から 38 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 38年３月まで 

私は、申立期間の国民年金保険料を金融機関において納付書でまとめて

納付したはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、昭和 37 年４月から 38 年３月までの期間については、申

立人の所持する国民年金手帳から、申立人の住所変更手続が 39 年６月に行

われていることが確認でき、この時点では、当該期間は過年度納付により国

民年金保険料を納付することが可能な期間である上、申立人は、申立期間直

後の期間の保険料を過年度納付により納付しているなど、当該期間の保険料

を納付していないと考えることは不自然である。 

   しかしながら、申立期間のうち、昭和 36 年４月から 37 年３月までの期間

については、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、住所変更手続が行われた 39 年６月時点

では、当該期間は時効により保険料を納付することができない期間であるな

ど、当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当た

らない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 37 年４月から 38 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案 4068 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48 年４月から 50 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：              

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年４月から 50年６月まで 

    私の申立期間の国民年金保険料は、私の妻が納付していたはずである。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き国民年金保険料をすべて納付している上、申立

期間前後の期間の保険料が納付済みとなっており、また、申立人の保険料を

一緒に納付していたとする妻は、保険料の納付方法や納付場所に関する記憶

が具体的で、その内容は当時の状況と一致しているなど、申立内容に不自然

さは見られない。 

さらに、当該期間及びその前後の期間を通じて申立人夫婦の職業に変更は

なく、申立人の生活状況に大きな変化は認められないなど、当該期間の保険

料が未納となっていることは、不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 4069 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48 年４月から 50 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年４月から 50年６月まで 

    私は、申立期間の国民年金保険料については、私の夫の保険料と一緒に

区役所で納付していたはずである。申立期間の保険料が未納とされている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き国民年金保険料をすべて納付している上、申立

期間前後の期間の保険料が納付済みとなっており、また、申立人は、保険料

の納付方法や納付場所に関する記憶が具体的で、その内容は当時の状況と一

致しているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

さらに、当該期間及びその前後の期間を通じて申立人夫婦の職業に変更は

なく、申立人の生活状況に大きな変化は認められないなど、当該期間の保険

料が未納となっていることは、不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 

 

 

 

 
 

 



                      

  

東京国民年金 事案 4070  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年４月から 40 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 40年３月まで 

    私たち夫婦は、申立期間当時、自分たちの経営する食堂に来ていた区の

集金人に、夫婦二人分の国民年金保険料を納付したはずである。申立期間

の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間直後からＡ共済に加入するまでの約 11 年間の国民年金

保険料をすべて納付している上、申立人が当時居住していた区では、区の集

金人による保険料の収納が行われており、保険料の納付に関する申立人の説

明は、当時の状況と合致していることが確認できるなど、申立内容に不自然

さは見られない。 

   また、一緒に保険料を納付していたとする申立人の妻の昭和 36 年度及び

37 年度の保険料については、それぞれ３か月分ずつ納付されていることが確

認できるが、納付月については不明となっているなど、申立人の申立期間の

記録管理が適切に行われなかった可能性も考えられる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 4071 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年４月から 40 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年７月から 37年３月まで 

             ② 昭和 37年７月から 40年３月まで 

    私たち夫婦は、申立期間当時、自分たちの経営する食堂に来ていた区の

集金人に、夫婦二人分の国民年金保険料を納付したはずである。申立期間

の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間直後から第３号被保険者への切替手続を行うまでの約

21 年間の国民年金保険料をすべて納付している上、申立人が当時居住してい

た区では、区の集金人による保険料の収納が行われており、保険料の納付に

関する申立人の説明は、当時の状況と合致していることが確認できるなど、

申立内容に不自然さは見られない。 

   また、申立人の昭和 36 年度及び 37 年度の保険料については、それぞれ３

か月分ずつ納付されていることが確認できるが、納付月については不明とな

っているなど、申立人の申立期間の記録管理が適切に行われなかった可能性

も考えられる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 4073 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和45年10月から47年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和44年11月から47年３月まで 

    私の夫は、自身の国民年金の加入手続をした時に、役所の職員から、

「奥さんも国民年金に加入するように。」と言われ、後から加入手続して

くれた。私は、「おまえの国民年金保険料をさかのぼって納めてきた。」

と夫から言われたことを記憶しているので、申立期間の保険料が未納とさ

れていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和45年10月から47年３月までの期間については、申

立人は、申立期間を除き国民年金保険料をすべて納付しており、申立人の

国民年金手帳の記号番号払出日から、当該期間は過年度納付することが可

能である。また、当該期間の保険料を納付したと説明する申立人の夫は、

自身の国民年金手帳が発行された46年11月から厚生年金保険の資格喪失月

にさかのぼって約２年分の保険料を納付している上、自身の保険料をすべ

て納付しているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、昭和44年11月から45年９月までの期間については、申立人

の夫が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定

申告書等）が無く、申立人及び夫は、当該期間の保険料の納付状況に関する

記憶が曖昧であるなど、夫が当該期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。また、申立人の手帳記号番号が払い出され

た昭和47年11月時点では、当該期間は時効により保険料を納付することがで

きない期間であり、申立人は、上記の手帳記号番号の払出前に別の手帳を所

持したことはないと説明しているなど、別の手帳記号番号が払い出されてい

 



                      

  

たことをうかがわせる事情も見あたらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和45年10月から47年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 



                      

  

東京国民年金 事案 4074                 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 47 年７月から 51 年３月までの期間の国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年７月から 51年３月まで 

    私は、昭和 49 年８月ごろに区役所に国民健康保険の加入手続に行ったと

ころ、国民年金に加入して過去２年間分の国民年金保険料を納付するよう

にと言われ、加入後の保険料と並行して金融機関等で納めた。申立期間の

保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

    申立人は、申立期間後 60 歳までの国民年金保険料をすべて納付している上、

区役所で国民年金の加入手続を行った際に手書きした分割の納付書を交付さ

れ、加入後の期間の保険料と併せて計画的に納付したと具体的に説明してお

り、申立人が加入手続を行ったとされる時期と申立人の国民年金手帳の記号

番号払出の時期がほぼ一致しているなど､申立内容に不自然さは見られない。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 4075 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 55 年８月及び同年９月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55年８月及び同年９月 

    私は、昭和 55 年に会社を退職し自営の仕事を始めたので、国民年金の加

入手続を行い国民年金保険料を納付した。申立期間の保険料が未納とされ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間後、厚生年金保険から国民年金への切替手続を適切に

行っており、申立期間は２か月と短期間である。また、申立人の国民年金の

記号番号は申立期間当時の昭和 55 年９月に払い出されており、申立期間の国

民年金保険料は納付することが可能であり、申立人の妻は、申立期間の自身

の保険料は納付済みであるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 4076 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 57 年 10 月から同年 12 月までの期間及び 59 年 10 月から 60

年６月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めら

れることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 57年 10月から同年 12月まで 

② 昭和 59年 10月から 60年６月まで 

    私たち夫婦は、昭和 48 年５月に国民年金手帳を再交付してもらい、以後

の国民年金保険料はきちんと納付してきたはずである。申立期間の保険料

が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 48 年４月以降の国民年金加入期間は、申立期間を除き国民

年金保険料をすべて納付し、申立期間前後の期間の保険料は納付済みであり、

申立期間は３か月及び９か月といずれも短期間である上、申立期間及びその

前後の期間を通じて、申立人及び夫の仕事や住所に変更は無く、申立人の生

活状況に大きな変化は認められないなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案 4077 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 57 年 10 月から同年 12 月までの期間及び 59 年 10 月から 60

年６月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めら

れることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 57年 10月から同年 12月まで 

② 昭和 59年 10月から 60年６月まで 

    私たち夫婦は、昭和 48 年５月に国民年金手帳を再交付してもらい、以後

の国民年金保険料はきちんと納付してきたはずである。申立期間の保険料

が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 48 年４月以降の国民年金加入期間は、申立期間を除き国民

年金保険料をすべて納付し、申立期間前後の期間の保険料は納付済みであり、

申立期間は３か月及び９か月といずれも短期間である上、申立期間及びその

前後の期間を通じて、申立人の仕事や住所に変更は無く、申立人の生活状況

に大きな変化は認められないなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 4082 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 51 年 11 月から 52 年 10 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年 11月から 52年 10 月まで 

    私は、昭和 51年 11月に区役所で国民年金に任意加入し、国民年金保険

料を納付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間を除き国民年金保険料をおおむね納付しており、申立

期間は 12 か月と短期間である。また、申立人の所持する国民年金手帳には、

任意加入被保険者の資格取得年月日が昭和 51 年 11 月 11 日と記載されており、

当該時点で申立人が任意加入手続を行ったことが確認でき、また、保険料を

納付したとする区の出張所又は金融機関支店は当時開設され、保険料収納業

務を行っていたなど、申立人が昭和 51 年 11 月に国民年金に任意加入し保険

料を納付したとする申立内容に不自然さはみられない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案 4083 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43 年４月から 45 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年４月から 45年３月まで 

私は、申立期間の夫婦二人分の国民年金保険料を２年さかのぼって納付

したにもかかわらず、夫の申立期間の保険料だけが納付済みとなっている。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間後の国民年金保険料をすべて納付している上、申立人

が保険料を納付したとする夫の申立期間の保険料は、夫が所持する国民年金

手帳により、さかのぼって昭和 45 年４月に納付したことが確認できるなど、

申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたもの認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 4084 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成４年１月から５年１月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年１月から５年１月まで 

    私は、申立期間の国民年金保険料を平成５年２月か３月に一括納付した。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間を除き国民年金保険料をすべて納付している。また、

申立人が、納付書により区役所で保険料を納付したとする方法は、当時居住

していた区の区役所が、窓口に過年度用の納付書を備え、被保険者の求めに

応じて納付書を発行し、区役所内の銀行の窓口で、過年度及び現年度の保険

料を納付させていた取組と合致する上、一括納付したとする金額は、申立期

間及びその直後の平成５年２月及び３月の保険料を納付した場合の保険料額

におおむね一致する。さらに、申立期間直後の５年２月及び３月の保険料は、

７年５月に強制加入期間にもかかわらず誤って還付され、20 年７月に未納か

ら納付済みに記録が訂正されており、行政側において、申立人に係る納付記

録の管理が不適切であった状況が見られるなど、申立内容に不自然さは見ら

れない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 4085 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 40 年 11 月から 44 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年 11月から 44年３月まで 

    私の国民年金保険料は、婚姻前は母が、婚姻後は私自身が納付した。申

立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和40

年11月から44年３月までの期間については、申立人は、申立期間直後から59

年２月に厚生年金保険に加入するまで国民年金保険料を納付しており、申立

人が保険料を納付した際国民年金手帳に検認印を押してもらったとする方法

は、申立人が居住していた区の納付方法と合致している。さらに、平成20年

２月に、申立人が所持する国民年金手帳及び領収書に基づき、国民年金の加

入時期が46年３月から38年11月に、当該期間直後の44年４月から46年２月ま

での期間が未加入から納付済に訂正されており、行政側において、申立人に

係る納付記録の管理が不適切であった状況が見られるなど、申立内容に不自

然さは見られない。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和38年11月から40年10月までの期間に

ついては、申立人の母親が当該期間の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人は保険料の納

付に関与しておらず、保険料を納付していたとされる母親から当時の納付状

況等を聴取することができないため、当時の状況が不明確であるなど、申立

人の母親が当該期間の保険料を納付していたことを示す周辺事情も見当たら

ない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、



                      

  

昭和40年11月から44年３月までの期間の国民年金保険料を納付していたもの

と認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 4089 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、平成 13 年７月から 14 年５月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 平成 13年７月から 14年５月まで 

  私は、社会に出てからずっと社会保険事務に携わっており、国民年金の

重要性は十分に認識していた。国民年金保険料は、納付が遅れて督促状が

きたときにはすぐに納付していたので、申立期間の保険料が未納とされて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立人は、国民年金に加入以降、申立期間を除き国民年金保険料をおおむ

ね納付しており、申立期間は 11 か月と短期間である上、厚生年金保険から国

民年金への切替手続もおおむね適切に行っている。また、申立人は、昭和 52

年以降、転居をしておらず、申立期間直前の平成 13 年６月までの保険料は納

付されていることから、申立期間の保険料の納付書は発行されていたと考え

られる上、申立人は、申立期間当時は保険料を納付するのに十分な資力があ

ったと考えられるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 4090 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 42 年６月から 43 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の指名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 42年６月から 43年３月まで 

  私たち夫婦二人分の国民年金保険料は、妻が納付していた。申立期間に

ついては、妻の保険料は納付済みとなっているのに、私の保険料が未納と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立人は、昭和 36 年４月に国民年金に加入以降、申立期間を除き国民年金

保険料をすべて納付しており、申立期間は 10 か月と短期間である。また、夫

婦二人分の保険料を納付していたとする妻の申立期間の自身の保険料は納付

済みとなっている上、申立期間及びその前後の期間を通じて申立人の生活状

況に大きな変化は見られないなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 4091 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47 年４月から同年６月までの期間及び 48 年７月から同年９

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められる

ことから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 47年４月から同年６月まで 

② 昭和 48年７月から同年９月まで 

    私の国民年金保険料は、私が結婚するまでは兄が納付しており、結婚後

は、自分が金融機関で納付していた。申立期間の保険料が未納とされてい

ることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 38 年８月以降、申立期間を除き国民年金保険料をすべて納

付しており、申立期間はそれぞれ３か月と短期間である。また、申立人は、

３か月に一度、金融機関から保険料を納付していた記憶があり、申立人が居

住していた区の申立期間当時の保険料の納付方法と一致する。 

さらに、申立期間①については、当該期間直後の 47 年７月以降の保険料

が納付済みとなっていることから、同年度の当該期間の保険料の納付書も発

行されていたものと考えられ、申立期間②については、当該期間前後の期間

の保険料は納付済みとなっているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案 4092 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 56 年４月から同年６月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： ① 昭和 56年４月から同年６月まで 

           ② 昭和 56年７月から 60年３月まで 

私は、昭和 56 年３月に会社を退職した直後に国民年金に加入し、60 年

３月まで国民年金保険料を納付していた。申立期間①の保険料が未納で、

申立期間②が未加入で保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、当該期間は３か月と短期間であり、申立人の国民

年金保険料を納付していたとする妻は、保険料を納付していた場所を具体的

に記憶している上、申立期間を含む自身の保険料を完納しているなど、当該

期間の保険料が未納となっていることは不自然である。 

しかしながら、申立期間②については、申立人が当該期間の保険料を納付

していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、

昭和 56 年７月に国民年金の資格を喪失していることが申立人の所持する国

民年金手帳から確認でき、制度上、当該期間の保険料は納付することができ

なかったことなど、申立人が当該期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 56 年４月から同年６月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 

 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案 4093 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 43 年７月から 44 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年７月から 44年３月まで 

    私の母は私が 20 歳になったときから国民年金保険料を納付してくれてお

り、結婚後は、私が納付していた。申立期間の保険料が未納とされている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は９か月と短期間の１回のみである上、申立人は、申立期間を除

く国民年金加入期間について国民年金保険料をすべて納付しており、昭和 51

年１月から 61 年３月までは付加保険料も含めて納付していることなどから、

申立内容に不自然さはなく、申立期間当時に納付を行うことが困難な状況に

あったと確認される事情も見られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 4095 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 44 年４月から同年９月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 44年４月から 46年１月まで 

私の申立期間の国民年金保険料は、義母が区の集金人に納付していたは

ずなので、申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和44年４月から同年９月までの期間については、当該

期間直前の期間の国民年金保険料が納付済みであり、申立人の保険料を納付

していたとする義母も納付済みとなっている上、申立人が当該期間当時に居

住していた区では、集金人が保険料を徴収していたことが確認できるなど、

申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和44年10月から46年１月までの期間に

ついては、申立人の義母が当該期間の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、44年10月に他県

へ転出しており、申立人の義母が区の集金人に保険料を納付することは困難

と考えられるなど、義母が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和44年４月から同年９月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 



                      

  

東京国民年金 事案 4096                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 40 年４月から 41 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 41年３月まで 

私の父は、昭和 36 年４月から私が同年９月に婚姻するまで私の国民年

金保険料を納付してくれていた。また、婚姻後の夫が厚生年金保険に加入

している期間は、私の保険料は納付済みになるものと考えており、夫が退

職した 40 年４月からは、私が、夫婦二人分の保険料を納付してきたので、

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由  

申立期間のうち、昭和 40 年４月から 41 年３月までの期間については、申

立人は、当該期間後は国民年金保険料をすべて納付済みであり、保険料を申

立人と一緒に納付していたとされる夫は、当該期間の自身の保険料を納付済

みである上、申立人が当該期間の保険料を納付していたとする金融機関は、

当時開設されており、保険料の収納業務を行っていたことが確認できるなど、

申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和 36 年４月から 40 年３月までの期間

については、申立人の父親及び申立人が当該期間の保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、当該期間のうち 36 年４

月から同年９月までの期間については、申立人は、国民年金の加入手続及び

保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとされる父親から当

時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明確である。

また、厚生年金保険被保険者の配偶者には、61 年４月以降は所要の手続を行



                      

  

い第３号被保険者の資格を取得すれば保険料を納付しなくても加入期間は納

付済みとなるものの、申立人が婚姻した 36 年９月から 37 年１月までの期間

当時は、任意加入手続を行った上で保険料を納付しなければならず、申立人

は、当該期間当時に任意加入手続を行い、保険料を納付した記憶が無く、37

年２月から 40 年３月までの強制加入期間についても、保険料を納付した記憶

はないなど、申立人の父親及び申立人が、当該期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。さらに、申立人の国民年金手

帳の記号番号が払い出された 41 年８月時点では、当該期間の大部分は時効に

より保険料を納付できない期間であり、別の手帳記号番号が払い出されてい

たことをうかがわせる事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 40 年４月から 41 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 4097 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 52 年 12 月から 53 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年 12月から 53年３月まで 

    私は、申立期間の国民年金保険料を納付しており、還付を受けたことは

ない。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 50 年３月から、申立期間を除き 65 歳になるまで国民年金

保険料をすべて納付している上、申立人が所持している家計簿に記載されて

いる保険料額は、申立期間の保険料額と一致している。また、申立期間の保

険料については、申立人が申立期間当時に居住していた市が保管する国民年

金被保険者検認台帳に、53 年 10 月９日に還付されたとする記録があるもの

の、申立期間は厚生年金保険との重複期間等ではないなど、申立期間の保険

料が還付されるべき理由は見当たらず、事実と異なる事由によって申立期間

の保険料額の還付が決定されたものと認められる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案 4098 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45 年４月から 49 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年４月から 49年３月まで 

    私は、婚姻後、夫婦二人分の国民年金保険料を納付してきた。私だけ申

立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が自身の国民年金保険料と一緒に保険料を納付していたとする申立

人の夫は、申立期間の保険料がおおむね納付済みとなっている。また、申立

人夫婦は、婚姻後、申立期間及び夫が海外に居住していたとする期間を除き、

納付済み期間、申請免除期間及び未納期間が一致しており、夫婦は基本的に

一緒に保険料を納付していたものと考えられ、さらに、申立期間直前の保険

料は納付済みとなっている上、申立期間の保険料については、申立人の国民

年金手帳の記号番号の払出しから、現年度納付することが可能な期間であっ

たことなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 4099 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 41 年 11 月から 50 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ：  女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年 11月から 50年３月まで 

私は、区役所で夫婦一緒に国民年金に加入し、夫婦二人分の国民年金保

険料を特例納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が国民年金に加入し、申立期間の国民年金保険料をまとめて納付し

たとする昭和 50 年４月は、第２回特例納付が実施されている期間であり、申

立期間は強制加入期間である。また、申立人は特例納付した経緯を具体的に

説明しており、申立人が納付したとする保険料の金額は、特例納付、過年度

納付等により申立期間の保険料を納付した場合の保険料額とおおむね一致す

るなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

 

東京国民年金 事案 4102 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 46 年３月から 48 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 46年３月から 48年３月まで              

    私は、国民年金の加入手続をした直後に国民年金保険料をまとめて納付

し、その後は、３か月ごとに納付していた。申立期間の保険料が未納とさ

れていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金加入期間については、申立期間を除き国民年金保険料

をすべて納付しており、申立期間後の厚生年金保険から国民年金への切替手

続を適切に行っている。また、申立人の国民年金手帳の記号番号は申立期間

中の昭和 46 年９月にも払い出されており、その時点では、申立期間の保険料

を納付することが可能である上、納付したとする金額は申立期間当時の保険

料とおおむね一致しているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 4103 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 37 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 37年３月まで 

    私は、申立期間当時に住んでいたアパートの家主に勧められて、国民年

金に加入して以降、３か月又は６か月ごとに町内会の役員をしていた家主

が国民年金保険料を集金してくれていた。申立期間の保険料が未納とされ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金制度の発足当初である昭和 36 年２月に国民年金手帳の

記号番号が払い出され、国民年金に任意加入していることが確認できる上、

申立期間後の国民年金保険料をすべて納付しており、申立期間は 12 か月と短

期間である。また、申立人は、加入手続後の保険料の納付状況に関する記憶

が具体的である上、申立人が当時居住していた市では、申立期間当時に保険

料の納付組織が存在し、集金による保険料の徴収が行われていたことが確認

できるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 4111 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43 年４月から同年 11 月までの期間及び 48 年４月から 49 年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められ

ることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 12年生 

    住    所 ：  

 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 43年４月から同年 11月まで 

                          ② 昭和 48年４月から 49年３月まで 

      私は、国民年金に加入したものの途中から国民年金保険料を納付してい

なかったが、区役所の職員から分割で保険料を納付すれば年金を満額受給

できると言われたので、保険料の納付を再開し、未納期間の保険料も何回

かに分けてすべて納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き 60 歳に到達するまで国民年金保険料をすべて納

付している。 

申立期間①については、申立人は、当該期間前後の昭和 36 年６月から 43

年３月までの期間及び 46 年１月から 48 年３月までの期間の保険料を第２回

特例納付により納付しており、当該期間についても特例納付することが可能

であった上、特例納付は先に経過した月の分から順次行うものとされている

ことなど、当該期間の保険料が未納とされていることは不自然である。 

申立期間②については、上記特例納付をした時点で当該期間の保険料も過

年度納付することが可能であり、過年度納付の保険料額は、特例納付の保険

料額よりも低額であることなど、当該期間の保険料が未納とされていること

は不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 4112    

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 37 年３月までの期間及び昭和 43 年４月から

44 年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

られることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 37年３月まで 

             ② 昭和 43年４月から 44年３月まで 

    私は、区職員に勧められ国民年金に加入し、夫婦二人分の国民年金保険

料を区の職員による集金か近くの出張所で納付していた。申立期間の保険

料が未納とされていることに納得できない。 

      

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間を除き国民年金保険料をすべて納付しており、申立期

間当時、申立人が居住していた区では、昭和 36 年６月から職員による保険

料の集金が行われていたことが確認できる。また、申立期間①については、

申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された 37 年８月時点では、当該

期間の保険料を過年度納付することが可能である上、申立期間②については、

当該期間前後の期間の保険料は納付済みであり、当該期間及びその前後の期

間を通じて、申立人夫婦の仕事や住所に変更はなく、生活状況に大きな変化

は認められない。さらに、申立人は、申立期間後の昭和 46 年１月から 47 年

６月までの保険料を第２回特例納付で納付しており、特例納付は先に経過し

た月の分から順次行うものとされていることから、申立期間の保険料が未納

とされていることは不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 4113     

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 37 年３月までの期間及び昭和 43 年４月から

44 年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

られることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 37年３月まで 

             ② 昭和 43年４月から 44年３月まで 

    私の妻は、区職員に勧められ国民年金に加入し、夫婦二人分の国民年金

保険料を区の職員による集金か近くの出張所で納付してくれていた。申立

期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

     （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の納付記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間を除き国民年金保険料をすべて納付しており、申立期

間当時、申立人が居住していた区では、昭和 36 年６月から職員による保険

料の集金が行われていたことが確認できる。また、申立期間①については、

申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された 36 年３月時点では、当該

期間の保険料を現年度納付することが可能である上、申立期間②については、

当該期間前後の期間の保険料は納付済みであり、当該期間及びその前後の期

間を通じて、申立人夫婦の仕事や住所に変更はなく、生活状況に大きな変化

は認められない。さらに、申立人は、申立期間後の昭和 46 年１月から 47 年

６月までの保険料を第２回特例納付で納付しており、特例納付は先に経過し

た月の分から順次行うものとされていることから、申立期間の保険料が未納

とされていることは不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 4114 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 48 年１月の国民年金保険料については、納付していたものと

認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年１月 

私は、昭和 47 年８月に厚生年金適用事業所を退職した後に国民年金に加

入し、国民年金保険料を区役所の出張所で納付していた。申立期間の保険

料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳の記号番号は、厚生年金適用事業所を退職直後の昭

和 47 年９月ごろ払い出されており、同年９月から 12 月までの申立期間直前

の期間の国民年金保険料は納付済みであることから、申立人は、申立期間の

保険料の納付書を受け取っていたと考えられること、申立期間は１か月と短

期間であること、申立人が保険料を納付したとする区役所の出張所は、申立

期間当時開設されていたことなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案 4115 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 46 年 10 月から 47 年３月までの期間及び

48 年４月から 49 年３月までの期間の国民年金保険料については、納付して

いたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 41年 10月から 44 年７月まで 

② 昭和 44年８月から 46年３月まで 

③ 昭和 46年 10月から 47年３月まで 

④ 昭和 48年４月から 49年３月まで 

    私は、婚姻前の期間は住込み勤務先に来ていた集金人に国民年金保険料

を納めていたと思う。婚姻後は夫婦二人分の保険料を一緒に納付していた。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間③及び④については、当該期間前後の国民年金保険料は納付済み

であり、婚姻後に一緒に納付していたとする夫の当該期間の保険料は納付済

みである。また、申立人の国民年金手帳の記号番号の払出日から、当該期間

の保険料は過年度納付及び現年度納付が可能であるなど、申立内容に不自然

さは見られない。 

   しかしながら、申立期間①及び②については、申立人が当該期間の保険料

を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立

人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

である

など、当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当

たらない。また、申立人の手帳記号番号が払い出された時点では、当該期間

は時効により保険料を納付することができない期間であり、別の手帳記号番

号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 46 年 10 月から 47 年３月までの期間及び 48 年４月から 49 年３月まで

の期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 4116 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和37年１月から同年８月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和37年１月から同年８月まで 

    私は、国民年金制度が発足して間もないころ、任意加入手続をした。加

入後は、出張所で、私か夫が国民年金手帳に印紙をはって国民年金保険料

を納付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、印紙検認方式による国民年金保険料の納付方法及び納付場所等

を具体的に記憶している上、申立人が居住する区では、申立期間当時、印紙

検認方式による保険料の納付が行われていたことが確認できる。  

また、申立人が所持する国民年金手帳により、申立人は昭和 37 年１月に国

民年金の任意加入の手続をし、その後同年９月に資格喪失の手続をしている

ことが確認でき、申立人が申立期間の保険料を納付しなかったとするのは不

自然である。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案 4119                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 40 年４月から 43 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年４月から 43年３月まで 

    私の夫は、私の分と併せて国民年金の加入手続を行ってから数年後の昭

和 46 年から 47 年ごろ、夫婦二人分の国民年金保険料をまとめて納付した

はずである。夫の保険料が納付済みとなっているにもかかわらず、私の申

立期間の保険料だけが未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の夫が申立人の申立期間の国民年金保険料を納付したとする昭和 46

年から 47年ごろは、第１回特例納付が実施されている。 

また、申立人は、申立期間後の保険料をすべて納付しており、夫婦二人分

の保険料をまとめて納付したとされる申立人の夫は、申立期間の自身の保険

料が第１回特例納付により納付済みとなっているなど、申立人の申立期間の

保険料のみが未納となっていることは不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 4123  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 37 年４月から 41 年３月までの国民年金保険料については、

還付されていないものと認められることから、還付についての記録を訂正す

ることが必要である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年４月から 41年３月まで 

私は、大学生のころは実家から離れて暮らし、昭和 37 年４月に厚生年

金保険の適用事業所に就職した。その 10 年以上後に、父が私に国民年金

手帳を渡し、私の国民年金保険料を父が納付していたと話してくれた。父

から渡された私の国民年金手帳は１冊で、それには申立期間の保険料が納

付されていたと記録されているが、保険料が還付されたとの話は聞いてい

ない。昭和 37年４月から 41年３月までの保険料を還付してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間中は厚生年金に加入していることが確認できるが、父

親から自身の国民年金手帳を渡された際、父親が当該期間の国民年金保険料

を納付していたと話していたことを記憶しており、申立人が所持する国民年

金手帳においても、当該期間の欄には検認印が押印されており、当該期間が

重複納付されていることが確認できる。 

また、当該重複納付にかかる還付の処理は、申立人の特殊台帳に還付金額

及び還付決議日は記載されているものの、還付整理簿及び被保険者名簿が保

存されていないため、還付決議後の支払事務処理の経過が不明であること、

申立人が所持する国民年金手帳には当該期間にかかる被保険者資格喪失日が

記載されていないことなど、当該期間の保険料が還付されていることをうか

がわせる事情は見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を還付されていないものと認められる。 



 

  

東京厚生年金 事案 1993 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格取得日に

係る記録を昭和 38 年３月 18 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万

6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年３月 18日から同年４月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤

務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申立

期間も同社に勤務していたのは間違いないので、厚生年金保険の被保険者

であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出のあった同社の人事記録、雇用保険の記録及びＣ健康保険組

合から提出のあった健康保険の記録により、申立人がＡ社に継続して勤務し

（昭和 38 年３月 18 日に同社Ｄ支店から同社Ｂ支店に異動）、申立期間に係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、社会保険事務所の昭和 38 年４

月の記録から、３万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は厚生年金保険被保険者資格取得届の記載を誤った可能性があ

るとしていることから、事業主が昭和 38 年４月１日を資格取得日として届け、

その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年３月分の保険料について納

入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 



 

  

東京厚生年金 事案 1995 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格取得日に

係る記録を昭和 41 年４月 15 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を４万

5,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立ての要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年４月 15日から同年５月１日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ

社Ｂ支店に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をも

らった。申立期間に異動はあったが、給与では厚生年金保険料が控除され

ていたので、申立期間についても厚生年金保険の被保険者として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断 

   雇用保険の加入記録及びＡ社の人事記録から判断すると、申立人が同社に継続

して勤務し(昭和 41 年４月 15 日に同社Ｃ支店からＢ支店に異動)、申立期間に係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 41 年５月の社会保険事務所の

記録から、４万 5,000円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主が

保管している厚生年金保険被保険者資格取得届の写しに申立人のＡ社Ｂ支店に係る

資格取得年月日が昭和 41 年５月１日と記載されていることから、事業主が同日を

厚生年金保険の資格取得日として誤って届け、その結果、社会保険事務所は、申立

人に係る同年４月分の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立

人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



 

  

東京厚生年金 事案 1999                        

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 41 年７月から同年９月までの厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、申

立人のＡ社における資格取得日に係る記録を 41 年７月１日、喪失日に係る記

録を同年 10 月１日に訂正し、同年７月から９月までの標準報酬月額を４万

8,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年４月１日から同年 10月１日まで 

    申立期間に、Ａ社に勤務していたが、同期間の厚生年金保険の加入記録

が無い。当該期間について被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の給与明細書及び申立期間当時の同社の経理部長の供述により、申立

人が申立期間に同社に勤務し、申立期間のうち、昭和 41 年７月から同年９月

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れる。 

また、同期間の標準報酬月額については、給与明細書の保険料控除額から、

４万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は不明であるとしているが、申立期間の事業所別被保険者名簿の整理番

号に欠番が見当たらないことから、申立人に係る社会保険事務所の記録が失

われたことは考えられない上、仮に、事業主から申立人に係る被保険者資格

の取得届が提出された場合には、その後、被保険者資格の喪失届も提出され

ていると思われるところ、いずれの機会においても社会保険事務所が当該届

出を記録しないとは考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所へ資

格の得喪に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立



 

  

人に係る昭和 41 年７月から同年９月までの保険料について納入の告知を行っ

ておらず、事業主は、当該期間に係る保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。 

一方、申立期間のうち昭和 41 年４月から同年６月までについては、Ａ社の

給与明細書から、申立人に係る同期間の厚生年金保険料が控除されていない

ことが確認でき、また、申立人自身も、同期間については厚生年金保険料が

控除されていないことを承知していたと供述していることから、申立人が、

これらの期間について、厚生年金保険の被保険者として厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

  

東京厚生年金 事案 2002 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められる

ことから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 27年１月１日から 36年 10月１日まで 

平成２年 12 月に社会保険事務所から、申立期間について、脱退手当金の

受給記録があるとの回答を受けた。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

しかし、脱退手当金を請求したり、受給した記憶は無く、また、申立て

に係る事業所を退職後、次の事業所に勤務しているにもかかわらず、申立

てに係る事業所の分だけ脱退手当金を受け取ったことになっていることも

考えられないので、脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について脱退手当金を受給していないと申し立ててい

るところ、申立期間の脱退手当金は、申立期間に係る厚生年金保険被保険者

資格喪失日から約１年２か月後の昭和 37 年 12 月 21 日に支給されたこととな

っており、事業主が申立人の委任を受けて代理請求したとは考え難い。 

また、脱退手当金を支給する場合、本来、過去のすべての厚生年金保険被

保険者期間をその計算の基礎とするものであるところ、申立期間後の被保険

者期間についてはその計算の基礎とされておらず未請求となっているが、こ

れを失念するとは考え難い上、２回の被保険者期間が同一の被保険者記号番

号で管理されているにもかかわらず、一方の期間のみ支給されるということ

は事務処理上不自然であるほか、支給されたとする額は、法定支給額と 689

円相違している。 

さらに、申立人が所持する再交付された厚生年金保険被保険者証には、脱

退手当金が支給されたことを示す表示が無く、当時再交付の場合でも脱退手

当金が支給された場合には支給を示す表示をするとの社会保険庁の通知が存



 

  

在したが、当該被保険者証を再交付した社会保険事務所で上記通知と異なる

取扱いが行われていたと認めるに足りる事情は無い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 

 

 

 



 

  

東京国民年金 事案 4039               

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 43 年６月から 48 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年６月から 48年９月まで 

    私たち夫婦は、国民年金保険料の未納に関する書類が送付され、国民年

金保険料を完納する最後の機会であると言われ、まとめて納付したはずで

ある。夫婦共に各々の申立期間の保険料が未納とされていることに納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の妻が申立人の申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人自身は申立期間につい

て、特例納付の手続及び保険料の納付に関与しておらず、申立人の分と合わ

せて自身の保険料を特例納付で納付したとする申立人の妻は、申立期間につ

いて、特例納付の手続、納付金額及び納付回数等の納付状況に関する記憶が

不明確である。また、申立期間のうち、昭和 48 年４月から９月までの期間は、

第２回特例納付の納付対象期間ではなく、制度上保険料を納付できない期間

であるなど、申立人の妻が申立人の申立期間の保険料を納付していたことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 4040              

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 40 年４月から 48 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年４月から 48年９月まで 

    私たち夫婦は、国民年金保険料の未納に関する書類が送付され、国民年

金保険料を完納する最後の機会であると言われ、まとめて納付したはずで

ある。夫婦共に各々の申立期間の保険料が未納とされていることに納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、申立期間について特例納付の

手続、納付金額及び納付回数等の納付状況に関する記憶が不明確である。ま

た、申立期間のうち、昭和 48 年４月から９月までの期間は、第２回特例納

付の納付対象期間ではなく、制度上保険料を納付できない期間であるなど、

申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見

当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 4041 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年４月から 38 年３月までの期間のうち 23 か月の国民年金

保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 38年３月までのうち 23か月 

    私の国民年金保険料は、父親が私の国民年金の加入手続をし、納付して

いたはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の父親が申立人の申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）が無い上、申立人自身は国民年金の加入

手続及び保険料の納付に関与しておらず、申立人の国民年金の加入手続及び

保険料の納付を行ったとする父親から当時の納付状況等を聴取することがで

きないため、当時の状況が不明確である。 

また、申立人と申立期間当時同居し、国民年金手帳記号番号が連番で払い

出された申立人の姉妹のうち妹は、申立期間当時の自身の保険料が未納であ

る上、姉は、当該期間の自身の保険料は、婚姻後にまとめて納付したと説明

するなど、申立人の父親が申立人の申立期間の保険料を納付していたことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 4042                       

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 37 年１月から 43 年３月までの期間の国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年１月から 43年３月まで 

私の国民年金保険料は、昭和 37 年１月から同年３月までは区役所で納付

し、その後の一年分は区役所の出張所で前納し、38 年４月以降については

集金人に納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料(家

計簿、確定申告書等)が無く、申立人は、申立期間の保険料の納付時期等の納

付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立人は、昭和 36 年５月に最初の国民年金手帳の記号番号の払い出

しを受けていることが確認できるが、当該番号の払出簿では申立人は不在者

とされており、40 年４月以降に申立人が居住していたとする区への転居表示

はなく、当該番号の 57 年 12 月現在における年度別納付状況リストにおいて

も申立人は不在者のままであることが確認できる。 

さらに、申立人は、昭和 38 年４月以降の期間については、青果店を経営し

ていた区において女性の集金人に保険料を納付したと説明するが、当該区で

は、当該期間には女性の集金人は存在していなかったことが確認できるなど、

申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見

当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 4048 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成６年３月から８年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年３月から８年３月まで              

私の母は、申立期間の国民年金保険料を、双子の妹の分とともに、納付

してくれていた。妹の保険料は納付済みとなっているにもかかわらず、私

の申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料(家計簿、確定申告書等)が無く、母親は、申立人及び妹の国民年金への

加入手続を一緒に行い、以前に加入手続をした兄、申立人及び妹の保険料を

納付したと説明しているが、申立人と同居していた兄が国民年金に加入して

いた記録が確認できないこと、また、申立人の妹の国民年金手帳の記号番号

が払い出された平成６年４月及びその前後の近接した時期に申立人の手帳記

号番号が払い出されたことは確認できず、申立人の平成10年10月から11年８

月までの保険料は平成９年に付与された基礎年金番号で納付されていること

が確認できることなどから、申立人に手帳記号番号が払い出されたとは考え

られない。さらに、納付記録のある申立人の妹は、後日、母親から申立期間

当時の国民年金手帳を渡された記憶があるが、申立人は、年金手帳を渡され

た記憶及び見た記憶はないなど、申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 4049 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 58 年５月から 59 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年５月から 59年３月まで              

私は、会社を辞めた昭和58年４月ごろ、国民年金の加入手続を行い、口

座振替で保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされているこ

とに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料(家

計簿、確定申告書等)が無く、申立人は国民年金の加入手続に関する記憶が

曖昧
あいまい

である。また、申立人は、昭和58年に社会保険事務所で国民年金の加入

手続を行ったと説明するが、当時は加入手続事務は社会保険事務所ではなく、

居住区が行っていたなど、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和61年11月時

点では、申立期間は時効により保険料を納付できない期間であり、別の手帳

記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 4050 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45 年 12 月から 46 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年 12月から 46年６月まで 

私は、会社を辞めて国民年金に加入し、市役所で納付書により国民年金

保険料を納付していたので、申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、申立期間当時の加入手続及び

保険料の納付状況等に関する記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 52 年１月時点

では、申立期間は時効により保険料を納付できない期間であり、別の手帳記

号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 4051 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 51 年１月から 54 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年１月から 54年９月まで 

    私の国民年金は、母親が加入手続をし、結婚するまで国民年金保険料を

納付してくれていた。申立期間の国民年金保険料が未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び

保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとされる申立人の母

親から当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の納付状況等

が不明確である。また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、申立人が婚姻

後に国民年金に任意加入した昭和 56 年 10 月に払い出されていること及び当

該手帳記号番号により婚姻前の 54 年 10 月から 56 年４月までの期間の保険料

を過年度納付していることが確認できるなど、申立人の母親が申立期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見あたらない。 

   また。申立人の手帳記号番号が払い出された昭和 56 年 10 月時点では、申

立期間は時効により保険料を納付することができない期間であり、当該期間

に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たら

ない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 4057 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 37 年２月から 41 年 12 月までの期間及び 45 年４月から 46 年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  ① 昭和 37年２月から 41 年 12月まで 

② 昭和 45年４月から 46年３月まで 

私は、申立期間の国民年金保険料を夫の分と一緒に納付していた。申立

期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は申立期間の保険料の納付金額等

の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

である上、国民年金手帳の記号番号が連番で

払い出され、自身の保険料と一緒に納付していたとする夫は、申立期間の保

険料が未納又は申請免除となっているなど、申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 40 年８月時

点では、申立期間①の一部は時効により保険料を納付できない期間であり、

別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらな

い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 4058 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 41 年８月から 42 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年８月から 42年９月まで 

私は、会社退職後、昭和 41 年８月に国民年金に加入し、申立期間の国

民年金保険料を区の出張所で納付していた。申立期間の保険料が未納とさ

れていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続を行った

場所及び納付した保険料の金額等の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

であるなど、

申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 46 年８月時

点では、申立人はさかのぼって保険料を納付した記憶がなく、申立期間は時

効により保険料を納付することができない期間であり、別の手帳記号番号が

払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 4061 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45年４月から 52年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 45年４月から 52年３月まで 

私は、結婚後１年くらい経った昭和 45 年４月から、国民年金保険料を

納付してきた。私の国民年金の資格取得日が 45 年４月１日となっており、

二人の子供が生まれる前から保険料を納付していたのに、申立期間の保険

料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料(家

計簿、確定申告書等)が無く、申立人は、国民年金の加入手続、加入時期及び

資格得喪届の時期等に関する記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立人が申立期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 52 年８月時点

では、申立期間のうち 45 年４月から 50 年６月までの期間は時効により保険

料を納付できない期間であり、申立人には保険料をさかのぼって納付した記

憶もない上、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 4062 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 48年４月から 52年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48年４月から 52年３月まで 

私は、子供が昭和 47 年 11 月に生まれ、まもなく 30 歳になる事もあり、

48 年４月から国民年金保険料の納付を始めた。私の国民年金の資格取得日

が 48 年４月１日となっており、妻が保険料を納付していたのに、申立期

間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料(家

計簿、確定申告書等)が無く、申立人及びその妻は、国民年金の加入手続、加

入時期及び資格得喪届の時期等に関する記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立人の妻

が申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 52 年８月時点

では、申立期間のうち 48 年４月から 50 年６月までの期間は時効により保険

料を納付できない期間であり、申立人の妻には保険料をさかのぼって納付し

た記憶もない上、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる

事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 4063                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 37 年５月から 46 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年５月から 46年３月まで 

夫は、私の国民年金保険料をＡ組合に納付していた。申立期間の保険料

が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の夫が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料(家計簿、確定申告書等)が無く、申立人自身は、国民年金の加入手続及び

保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとされる夫から当時

の納付状況等を聴取することが困難であるため、当時の状況が不明確である

上、申立人の夫が申立期間の保険料を納付していたとする小売酒販組合では、

申立期間においては保険料徴収業務を行っていないと回答しているなど、申

立人の夫が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も

見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 44 年２月時点

では、申立期間のうち、37 年５月から 41 年 12 月までの期間は、時効により

保険料を納付できない期間であり、申立人には夫が過年度納付可能な期間に

ついても保険料をさかのぼって納付した記憶もない上、別の手帳記号番号が

払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 4064             

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 47 年 11 月から 54 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年 11月から 54年３月まで 

    私の申立期間の国民年金保険料は、昭和 58年７月ごろ、社会保険庁から

期限付の納付書が来たので、夫が約 19万円を社会保険事務所に持参して納

付した。申立期間が未加入で国民年金保険料が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の夫が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、夫は申立期間当時、国民年金の加入手

続を行った記憶はなく、また、納付したとする 58 年７月は、特例納付の実施

期間ではないなど、夫が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 63 年７月ご

ろの時点では、申立期間は時効により保険料を納付できない期間である上、

申立期間は未加入期間とされていたことから保険料を納付することはできず、

別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらな

い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 4072 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36 年４月から 38 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 38年３月まで 

    私は、自宅を訪ねてきた区の担当者を通じて国民年金の加入手続を行い、

昭和 36年４月から集金人に国民年金保険料を納付したはずである。申立期

間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続、保険料

の納付方法等についての記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   また、申立人の国民年金手帳の記号番号が申立人の夫と連番で払い出され

た昭和 38 年 10 月以降に、申立期間直後の同年４月から 12 月までの保険料が

納付されていることが確認できる上、申立人は申立期間の保険料をさかのぼ

って納付したことはないと説明しており、別の手帳記号番号が払い出されて

いたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 4078 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44 年４月から同年 11 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年４月から同年 11月まで 

私は、会社を退職して結婚するまでの間、父が所有する駐車場の事務員 

となり、私の国民年金保険料は父が納付していた。結婚後、父から国民年

金の書類を取りに来るように話があったが、そのままになってしまった。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び

保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとする父親から当時

の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明確であるな

ど、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当た

らない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された平成５年10月ごろ

の時点では、申立期間の保険料は時効により納付できない期間であり、別の

手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 4079 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 60 年５月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年５月から 61年３月まで              

    私は、昭和 61 年６月ごろ厚生年金保険の記録を確認するため社会保険事

務所に行ったところ、職員から国民年金保険料を２年間さかのぼって納付

できると説明されたので、後日、保険料を金融機関で納付した。申立期間

が国民年金に未加入で保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、さかのぼって納付したとする

保険料の金額に関する記憶が曖昧
あいまい

であり、申立人が所持する国民年金手帳に

は、昭和 60 年５月 28 日に資格喪失の記録が記載されている上、申立期間は

保険料をさかのぼって納付できない任意加入期間であるなど、申立期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 4080                      

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 40 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 40年３月まで 

    私の申立期間の国民年金保険料は、同居の義姉が私の給料から天引きし

て納付してくれていたはずである。申立期間の保険料が未納とされている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の義姉が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び

保険料の納付に関与しておらず、義姉から当時の納付状況等を聴取すること

が困難であるため、当時の状況が不明確である。 

また、申立人の兄及び義姉も、申立期間の一部の保険料が未納となってい

るなど、義姉が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事

情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 4081                       

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 62 年３月から平成元年 11 月までの期間及び４年９月から５

年 11 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認める

ことはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ： 

 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：   ① 昭和 62年３月から平成元年 11月まで 

                          ② 平成４年９月から５年 11月まで 

    申立期間①については、元妻が、私の国民年金の加入手続を行い、私の

国民年金保険料を納付していたはずであり、申立期間②については、私が

国民年金の加入手続を行い、保険料を納付したはずである。申立期間の保

険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人及び元妻が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立期間①については、申立人の

保険料を納付していたとされる元妻は、保険料の納付状況に関する記憶が

曖昧
あいまい

である上、当該期間は、平成７年８月に記録整備されたことにより、そ

れまでの国民年金の未加入期間から未納期間になったことが確認できるため、

当該期間に納付することはできず、かつ、この時点では当該期間は時効によ

り保険料を納付することができない期間である。 

また、申立期間②については、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料

額等の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立人が申立期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が当該期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 4086 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 44 年４月から 47 年６月までの期間の国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年４月から 47年６月まで 

私は、２年さかのぼって国民年金保険料を納付できると聞き、昭和 46

年４月に国民年金に加入して２年分の保険料を納付した。その後は、定期

的に送られてくる納付書により金融機関で保険料を納付してきた。申立期

間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、２年さかのぼって納付したと

する保険料の金額等の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

であり、昭和 46 年４月

に国民年金に加入した根拠と主張している申立人が所持する国民年金手帳の

発行日は、不鮮明ではあるが 48 年４月と読めるなど、申立人が、申立期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳が払い出された昭和 48 年４月時点では、

申立期間の大部分は時効により保険料を納付できない期間であり、別の手帳

記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 4087 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 41 年７月から 49 年３月までの期間の国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることができない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年７月から 49年３月まで 

私の国民年金保険料は、夫が納付していた。申立期間が未納とされてい

ることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の夫が申立人の申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人及び申立人の夫

は申立人の国民年金への加入手続及び納付したとする保険料の金額等の納付

状況に関する記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立期間の保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 49 年 12 月

時点では、申立期間の大部分は時効により保険料を納付できない期間であり、

別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらな

い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人の夫が申立人の申立期間の国民年金保険料を納付していたも

のと認めることはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 4088 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 47 年５月から同年 12 月までの国民年金保険料については、

還付されていないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年５月から同年 12月まで 

    私は、厚生年金保険の加入期間と重複して、国民年金保険料を納付して

いたが、還付を受けた記憶が無い。申立期間の保険料が還付済みとされて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持する領収書により、厚生年金保険加入期間と重複する申立期

間の国民年金保険料が納付されていたことは確認できるものの、当該納付に

係る保険料の還付の処理は、還付・充当・死亡一時金等リストに、還付期間、

還付金額、還付事由及び決議年月日が明確に記載されており、当該記載内容

に不合理な点は見当たらないなど、申立人に対する保険料の還付を疑わせる

事情も見当たらない。   

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を還付されていないものと認め

ることはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 4094 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 37 年６月から 44 年 10月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 37年６月から 44年 10月まで 

  私は、昭和 37 年５月に会社を退職し、翌月に国民年金に加入した後、

国民年金保険料を納付してきた。申立期間が国民年金に未加入で保険料が

未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金に加入したとする昭

和 37 年６月以降に結婚及び数度の転居をしているが、その際に国民年金関係

の手続をした記憶がないなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 44 年 11 月に任意加入する

ことで払い出されており、制度上、申立期間の保険料をさかのぼって納付す

ることはできず、申立人の所持する国民年金手帳の 44 年 10 月以前の国民年

金印紙検認記録欄には保険料を納付することができないことを示す「納付不

要」の印が押印されている上、別の手帳記号番号が払い出されたことをうか

がわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 4100 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 37 年４月から 38 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年４月から 38年３月まで 

    父は、昭和 37 年４月に私の国民年金の加入手続をしてくれ、申立期間の

国民年金保険料についても主に父が納付してくれていた。申立期間の保険

料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び

保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとされる父親から当

時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明確である。

また、申立人と連番で国民年金手帳の記号番号が払い出されている申立人の

妻及び同居していた弟も申立期間の自身の保険料が未納となっているなど、

父親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当

たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 4101 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 38 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 38年３月まで 

    私は、昭和 35 年９月ごろに自宅で夫と一緒に国民年金の加入手続を行い、

集金人に国民年金保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされ

ていることに納得できない。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、保険料の納付方法等に関する

記憶が曖昧
あいまい

であり、一緒に保険料を納付していたとする申立人の夫も、申立

期間の自身の保険料は未納となっているなど、申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 39 年１月時

点では、申立期間の一部は時効により保険料を納付することができない期間

であり、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見

当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 4104 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 44 年２月から 53 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年２月から 53年３月まで 

    私は、婚姻後、国民年金保険料をさかのぼって納付することができると

の説明を受けたので、国民年金に加入し、15万円から 18万円ぐらいまで

の保険料を一括納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、申立人及びその妻の国民年金

手帳の記号番号が払い出された昭和 54 年２月時点から夫婦ともにさかのぼっ

て保険料を納付していることが確認できるものの、納付したとする金額は、

申立期間の保険料を第３回特例納付により納付した場合の保険料額と大きく

異なっている上、さかのぼって納付したとする月数に関する記憶も曖昧
あいまい

であ

るなど、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見

あたらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 4105 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 39 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 39年３月まで 

    私の元養父又は加入していた組合は、私の国民年金の加入手続をし、国

民年金保険料を納付してくれていたはずである。申立期間の保険料が未納

とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の元養父及び申立人の加入していた組合が申立期間の国民年金保険

料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申

立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、保険料を

納付していたとされる元養父から当時の納付状況等を聴取することができな

いため、当時の状況が不明確である。また、納付していたとされる組合から

保険料を納付していた旨の証言も得られない上、申立人と同じ組合に所属し

ていた同僚のうち、保険料の納付日を確認できる二人の昭和 40 年度から 45

年度までの納付日が異なっているなど、元養父及び加入していた組合が申立

期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断 

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 4106 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44 年７月から 49 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年７月から 49年３月まで              

    私は、会社に就職した昭和 49 年４月ごろに、市役所から国民年金保険料

をさかのぼって納付できる案内と納付書が届き、保険料を金融機関で納付

した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、申立期間当時に国民年金の加

入手続を行っていないと説明しているほか、さかのぼって納付したとする保

険料額に関する記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 55 年 10 月時

点では、申立期間は時効により保険料を納付することができない期間であり、

別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらな

い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 4107 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 12 年４月から 14 年８月までの国民年金保険料については、

免除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 12年４月から 14年８月まで 

    私は、転居後に区役所から国民年金に関する通知が来たので、区役所に

電話で国民年金保険料を免除してくれるように依頼した。申立期間の保険

料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料の免除申請を行っていたことを示す関

連資料が無く､申立人の居住していた区では、毎年、免除申請書を提出しなけ

ればならなかったと説明しているが、申立人は、区役所に電話で免除申請の

依頼をしたのみで、免除申請書を提出していないと説明している上、申立期

間当時に同居していた前夫も、申立期間の自身の保険料が未納となっている

など、申立期間の保険料を免除申請していたことをうかがわせる周辺事情も

見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料､周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人の申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 4108 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 51 年４月から 53 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年４月から 53年９月まで 

    私は、理容店を開業した当初は国民年金保険料を納付していなかったが､

区役所の職員からさかのぼって納付できるとの説明を受けたので、夫婦二

人分の保険料を納付書でまとめて納付した。私の年金手帳に納めた保険料

のメモが挟んであるので、申立期間の保険料が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料 

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の所持するメモに記載された金額 

は、第３回特例納付及び過年度納付により納付済みとなっている夫の保険料 

の合計額に一致する上、申立人は、当該メモに記載されている金額以外の保 

険料を納付した記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立期間の保険料を納付していたこ 

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない｡ 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断 

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ 

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 4109 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 44 年４月から 45 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることができない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年４月から 45年３月まで 

私は、昭和 44 年春に両親が私の国民年金に関して話し合っているのを

聞いた記憶があるので、両親が家族の分と一緒に私の国民年金保険料を納

付してくれていたはずである。申立期間の保険料が未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の両親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、申立期間当時の国民年金

の加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとさ

れる両親から当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況

が不明確である上、申立期間当時に同居していた兄も、申立期間のうち、昭

和 44 年４月から同年 12 月までの自身の保険料が未納となっているなど、両

親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当た

らない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 4110 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 56 年 12 月から 59 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年 12月から 59年３月まで 

    私の母親は、昭和 59 年３月ごろ、区役所出張所で私の国民年金の加入手

続をしてくれ、20 歳にさかのぼって国民年金保険料を納付してくれた。申

立期間が国民年金に未加入で保険料が未納とされていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金手帳の記号番号

が払い出された昭和 61 年６月時点から申立期間直後までの保険料をさかのぼ

って納付していることが確認できるものの、申立期間は任意加入期間である

ことから、制度上、さかのぼって資格を取得することはできない上、母親も、

任意加入期間である申立期間について、自身も国民年金に未加入であるなど、

母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当

たらない。 

また、申立人の手帳記号番号が払い出された昭和 61 年６月時点では、申立

期間は時効により保険料を納付することができない期間であり、母親は、申

立期間当時に申立人の年金手帳を所持していた記憶は無いと説明しているな

ど、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当た

らない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 4117 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 57 年 11 月から平成２年５月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

住    所 ：  

               

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年 11月から平成２年５月まで 

 私の母は、私が二十歳になった時に区役所で国民年金の加入手続をして

くれ、就職するまで国民年金険料を納付してくれていた。申立期間が未加

入で保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の保険料を納付していたとす

る申立人の母親は、国民年金の加入手続及び保険料の納付状況に関する記憶

が曖昧
あいまい

である。また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、申立人の兄と連

番で平成２年６月にいずれも任意加入したことにより払い出されており、任

意加入の場合には保険料をさかのぼって納付することはできないこと、兄も

申立人と同様に同月から保険料の納付を開始していることが確認できること

など、申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 4118 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 42 年３月から 44 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年３月から 44年３月まで 

    私は、昭和 55 年５月ころ、取得日にさかのぼって未納だった５年分の国

民年金保険料を銀行で納付した。その後、学生だった期間の保険料も納付

できると父から聞き、区役所で納付した記憶がある。申立期間の保険料が

未納とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

    申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立期間は、申立人は学生であったこと

から国民年金には任意加入となるため、制度上、特例納付できない期間であ

る上、申立人が国民年金の加入手続時から所持する国民年金手帳には、被保

険者資格取得日は申立期間直後の昭和 44 年４月 1 日と記入されているなど、

申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 4120                     

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 38 年３月までの期間、58 年 12 月及び 61 年４

月から 62 年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたもの

と認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：      ① 昭和 36年４月から 38年３月まで 

             ② 昭和 58年 12月 

             ③ 昭和 61年４月から 62年３月まで 

私の申立期間①の国民年金保険料は、私自身が集金人に納付していたは

ずであり、申立期間②の保険料は、私の夫が納付していたはずであり、申

立期間③の保険料は、私の兄の会社の事務員が納付していたはずである。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人は、国民年金の加入時期に関する記憶が

曖昧
あいまい

であり、申立期間②については、納付していたとされる申立人の夫は当

該期間の自身の国民年金保険料が未納となっており、申立期間③については、

納付していたとされる兄の会社の事務員は、申立人の当該期間の保険料を納

付した記憶は無いと説明しているなど、申立人、申立人の夫及び申立人の兄

の会社の事務員が、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周

辺事情が見当たらず、また、申立期間の保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）も無い。 

さらに、申立期間①は、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された

昭和 40 年９月時点では、時効により保険料を納付できない期間であり、申

立期間②は、平成元年８月に記録の整備を行ったことにより未加入期間から

未納期間となったもので、当該記録の整備が行われた時点では、時効により

保険料を納付できない期間であり、別の手帳記号番号が払い出されていたこ

とをうかがわせる事情も見当たらない。 



 

  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 4121                      

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 46 年３月から 48 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名  ：  女 

基礎年金番号  ：   

生  年 月 日  ：  昭和６年生 

     住     所  ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年３月から 48年９月まで 

    私は、昭和 48年 10月ごろ、国民年金の任意加入手続を区役所（出張所

窓口）で行い、申立期間の国民年金保険料をさかのぼって納付したはずで

ある。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 48 年 10 月ごろに国民年金の任意加入手続を行った際、職

員に勧められてさかのぼって国民年金保険料を納付したと説明しており、同

年 10 月ごろ、申立人が国民年金に任意加入していることが確認できるもの

の、当該任意加入時点では、制度上、申立期間の保険料はさかのぼって納付

することができないことから、区役所がさかのぼって保険料の納付を勧奨す

ることは通常考えられないなど、申立人が申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情が見当たらず、また、申立人が申立期間の保険

料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）も無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 4122                     

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 39 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名  ：  女 

基礎年金番号  ：   

生  年 月 日  ：  昭和６年生 

     住     所  ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 39年３月まで 

    私は、昭和 50年７月ごろ、区役所から届いた特例納付の納付勧奨通知書

に従って、申立期間の国民年金保険料を一括納付したはずである。申立期

間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、特例納付に関する記憶が曖昧
あいまい

である上、申立人の加入の記録は、

平成６年 11 月に「昭和 39 年４月強制加入」から「35 年 10 月強制加入」に

訂正されており、第２回特例納付の実施時点では、申立期間は強制加入期間

ではなかったことから、制度上、さかのぼって保険料を納付することができ

ないなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周

辺事情が見当たらず、また、申立人が申立期間の保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）も無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 4124  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年４月から 45 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 45年３月まで 

私は、昭和 36 年に住居変更の手続を行うと同時に国民年金の加入手続を

した。国民年金保険料は、集金人に納付していた。申立期間の保険料が未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、納付金額、納付頻度等の納付

状況に関する記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立期間の保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 46 年２月時点

では、申立期間の大部分は時効により保険料を納付できない期間であり、別

の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 4125     

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44 年８月から 55 年８月までの国民年金保険料については、

付加保険料を含め納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年８月から 55年８月まで 

私は、昭和 44 年ころに郵便局の簡易保険の勧誘員から国民年金に加入す

ることを勧められ、加入手続を行い、付加保険料を含めて国民年金保険料

を納付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無い上、申立人は、保険料の納付方法、納付額

等の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

である。また、申立人は、国民年金に加入

した当初から付加保険料を含め保険料を納付していたと説明するが、昭和 44

年８月時点では、付加保険料の制度は存在しなかったことなど、申立人が申

立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号は任意加入したことにより昭和

55 年 10 月に払い出されており、当該任意加入時点では、申立期間にさかの

ぼって保険料を納付することはできず、別の手帳記号番号が払い出されてい

たことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料については、付加保険料を含め

納付していたものと認めることはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 4126    

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年４月から 40 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 40年３月まで 

私は、20 歳の成人式で町役場の人から国民年金への加入を勧められ、当

時勤めていた理髪店の店主に加入手続をしてもらい、国民年金保険料は町

役場で私が納付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続に関与して

おらず、加入手続をしたとする理髪店の店主から当時の状況等を聴取するこ

とができないため、当時の状況が不明確である。また、申立人は、納付金額

等の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立人が申立期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 40 年 10 月時

点では、申立期間の過半は保険料を納付できない期間であり、別の手帳記号

番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



東京厚生年金 事案 1992                            

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34年３月 21日から 36 年７月 30日まで 

        厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に

勤務していた申立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。申立期間

については、同社に勤務していたので、厚生年金保険の被保険者であっ

たことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社における同僚の証言により、勤務期間は特定できないものの、申立人が同

社に勤務していたことが推認できる。 

   しかし、Ａ社は社会保険事務所に厚生年金保険の適用事業所としての記録が無

い。 

また、Ａ社の事業主は既に死亡しており、申立期間における申立人の勤務の実

態や厚生年金保険の取扱いについて確認することができない。 

さらに、Ａ社における同僚によれば、申立人が昭和 34 年３月ごろから勤務し

ていたとしているものの、勤務の実態は不明であり、かつ、同社の従業員数は常

時４人程度であったと供述し、同社は適用事業所に該当していなかった上、厚生

年金保険に加入しておらず、給与から保険料を控除されることはなかったとして

いる。 

加えて、申立人の申立期間に係る保険料の事業主による控除については、申立

人も明確な記憶がなく、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 1994 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19年 10月１日から 20 年５月 20日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に

勤務していた申立期間について、加入記録が無い旨の回答をもらった。

昭和 20年５月に戦災で自宅が焼失したため、申立期間の厚生年金保険料

控除等の事実を証明できる資料は無いが、同社には勤務していたので、

厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が記憶していた同僚の関係者の供述及び申立人によるＡ社に勤務

していた当時の状況についての具体的な供述から、期間を特定できないもの

の、申立人が同社に勤務していたことはうかがえる。 

しかし、社会保険庁の記録によると、Ａ社は、厚生年金保険の適用事業

所としての記録は無く、所在地を管轄する法務局には同社の商業登記の記

録も無いことから、同社等から申立期間当時の同社における厚生年金保険

の取扱いや申立人に係る厚生年金保険料の給与からの控除等について確認

することができない。 

また、申立人が記憶していた事業主及び３人の同僚は、いずれも死亡又

は連絡先が不明であるため、これらの者から申立人の申立期間当時の厚生

年金保険料の給与からの控除等について確認することができない。さらに、

当該４人の同僚等については、いずれもＡ社における厚生年金保険の加入

記録が無い。 

そして、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与か

らの控除については、申立人に明確な記憶が無く、これを確認できる関連

資料及び周辺事情は無い。 



これらの事実及びこれまでに収集した関連資料及び周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 



東京厚生年金 事案 1996 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 31年９月７日から 36年２月６日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録について照会したところ、

申立期間について、脱退手当金が支給されている旨の回答をもらった。 

しかし、会社に入社した当時、厚生年金保険の加入に係る説明は無く、

厚生年金保険に加入しているという意識は無かったので、脱退手当金を

請求するはずがない。 

このため、申立期間について、厚生年金保険の加入記録を回復してほ

しい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所が保管する申立人の厚生年金保険手帳記号番号払出簿及

び厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出票には、脱退手当金の支給を意

味する「脱」表示がされているとともに、申立期間の脱退手当金は、申立

期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約２か月後の昭和 36年４

月 12日に支給決定されているなど、脱退手当金の支給等に係る一連の事務

処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立期間に係る事業所において、申立人が厚生年金保険被保険者

資格を喪失した日（昭和 36年２月６日）の前後１年以内に被保険者資格を

喪失した女性従業員のうち、脱退手当金の支給要件を満たす者について、

その支給記録を確認したところ、申立人を含む 24名に支給記録があり、そ

のうち 21名は、被保険者資格喪失日から５か月以内に脱退手当金の支給決

定がなされていることから、申立人についてもその委任に基づき事業主に

よる代理請求がなされた可能性が高いものと考えられる。 

さらに、申立人の脱退手当金が支給決定された時期は、通算年金制度創



設前であり、申立期間の事業所を退職後、厚生年金保険への加入歴が無い

申立人が脱退手当金を受給することに不自然さはうかがえない上、申立人

から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給してい

ないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 1997 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

   氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

  住 所 ： 

   

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 32年７月 22日から 35年４月２日まで 

昭和 61年に年金手帳の再交付に係る手続を行った際、申立期間につい

て、厚生年金保険の加入記録が無いことを知ったが、仕事が忙しかった

ことなどから、審査請求は行わなかった。 

その後、平成 20年にねんきん特別便を見て、申立期間について、脱退

手当金が支給されたとされていることに気付いたが、脱退手当金の請求

や受給に係る記憶は無いので、厚生年金保険の加入記録を回復してほし

い。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所が保管する申立人の厚生年金保険被保険者名簿には、脱

退手当金の支給を意味する「脱」表示がされているとともに、申立期間に

係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約３か月後の昭和 35 年６月 20

日に支給決定されているなど、脱退手当金の支給等に係る一連の事務処理

に不自然さはうかがえない。 

また、申立人の脱退手当金が支給決定された時期は、通算年金制度創設

前であり、申立期間の事業所を退職後、昭和 42 年 10 月１日まで厚生年金

保険への加入記録が無い申立人が脱退手当金を受給することに不自然さは

うかがえない上、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに

脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 1998 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年４月から 46年２月 20日まで 

平成 17 年に、年金の受給資格について社会保険事務所に相談したとこ

ろ、Ａ社及びＢ社に係る厚生年金保険被保険者期間について、脱退手当金

が支給されている旨の回答をもらった。 

しかし、結婚前でお金が必要だったことやＢ社を退職する予定でいたこ

とから、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者期間及びＢ社に係る同被保険者

期間の一部（昭和 34年８月から 41年４月まで）については、その当時の

友人と一緒に 41 年４月ごろに脱退手当金の請求手続を行い、それを受給

したが、申立期間については請求も受給もしていない。 

このため、申立期間について、厚生年金保険の被保険者記録を回復して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 41 年４月ごろに、Ｃ社を退職した友人と一緒に、Ａ社及

びＢ社（一部）に係る厚生年金保険被保険者期間について脱退手当金の請求

を行い、それを受給したと供述しているが、この友人は、当該請求を行った

ことはないと供述している上、社会保険庁オンライン記録には、その当時、

申立人が、脱退手当金を支給された記録は無い。また、申立人は、34 年８

月２日から 46年２月 20日までＢ社に係る被保険者となっており、同年４月

23 日にＡ社及びＢ社（全期間）に係る被保険者期間について、脱退手当金

が支給された記録があるほか、この友人に脱退手当金が支給された記録が無

いなど、申立人の供述と友人の供述及び社会保険庁オンライン記録が相違し

ており、申立人の主張は、不自然である。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者名簿には脱退手当金の支給を意味す



る「脱」の表示がされているとともに、申立期間を含むＡ社及びＢ社（全期

間）の被保険者期間に係る脱退手当金は支給額に計算上の誤りが無く、申立

期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約２か月後の昭和 46 年４

月 23 日に支給決定されているなど、脱退手当金の支給等に係る一連の事務

処理に不自然さはうかがえない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間

に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 2000 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 大正 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 24年６月 25日から 27年５月 20日まで 

    昭和 24年６月からＡ社に勤務しており、保険料は納付されていたと思

うが、厚生年金保険の加入記録は 27年５月 20日からとなっているので、

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社が提出している人事記録により、申立人は、昭和 24年６月１日に同

社に入社し、25年７月に役員に就任した後、50年代まで継続して勤務して

いたことが認められる。 

   しかしながら、社会保険事務所の記録によると、Ａ社が厚生年金保険の

適用事業所となったのは昭和 26年５月１日であり、同社は、申立期間のう

ち、24年６月 25日から 26年４月 30日までの期間は適用事業所とはなって

いない。 

   また、Ａ社の申立期間当時の事務担当者は、申立人の厚生年金保険の加

入について、昭和 26年５月に同社は厚生年金保険の適用事業所となったも

のの、役員は加入できないと思っていたので資格取得手続を行わなかった

こと、その後、役員も加入できることが分かったので、申立人の資格取得

手続を行ったが、結果として、申立人は、同社が厚生年金保険の適用事業

所となってから約１年後の 27年５月に被保険者となるに至ったことを供述

している。なお、同事務担当者は、同社では、厚生年金保険の適用事業所



となった後に、徐々に従業員の資格取得者が増加していったと供述してお

り、同社においては、当時、厚生年金保険の資格取得に関する意識が必ず

しも高くなかったことがうかがわれる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 2001 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年４月から 38年６月ころまで 

    社会保険庁の記録では、申立期間について厚生年金保険の加入記録が

無いが、申立期間はＡ社に勤務していたので、同期間を厚生年金保険の

被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間について、Ａ社において厚生年金保険の加入記録が

あることを主張している。 

   しかしながら、申立期間について、申立人は、母親が納付していたとす

るものの、国民年金保険料を納付していることが社会保険庁の記録により

確認できる。 

また、社会保険庁の記録によると、申立ての期間及び所在地においてＡ

社は厚生年金保険の適用事業所となっていない。そこで、申立人は、同社

の所在地をＢ市と申し立てているところ、社会保険庁の記録によると、「Ａ」

と名の付く事業所はＣ管内に９事業所存在していることから、念のため、

昭和 30 年代に厚生年金保険の適用事業所となっている１事業所について、

社会保険事務所の被保険者名簿を確認したが、申立人及び申立人が供述す

る事業主の氏名は無かった。 

さらに、申立人は、Ａ社に勤務時の事業主名及び同人の生年を記憶して

いたことから、この情報から連絡先を把握すべく社会保険庁の記録を確認

したが、該当する者の記録は無く、連絡先が把握できないことから、同人

から供述を得ることができなかった。なお、申立人は、当時の同僚につい



ても名字しか記憶していないことから、連絡先が把握できず、当該同僚か

らも供述を得ることができなかった。 

加えて、法人登記の状況を確認したところ、Ａ社の所在地とされるＢ市

に同社と同名の２事業所の存在を確認したが、両事業所共に申立期間当時

には法人登記されておらず、また、両事業所の謄本に申立人が記憶してい

る事業主の名前は無かった。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 2003 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間②に係る脱退手当金を受給していないものと認める

ことはできない。 

また、申立人は、申立期間①について、厚生年金保険被保険者として厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37年１月１日から 38年６月１日まで 

② 昭和 38年６月１日から同年９月７日まで 

平成 11年に社会保険事務所へ行き、年金記録を確認したところ、申立

期間②について脱退手当金が支給されたこととなっていることを初めて

知った。申立期間②に係る事業所の後に勤務した事業所の退職時に、自

分で脱退手当金の支給申請を行ったことに間違いは無いが、その時は申

立期間②に係る事業所については申請していないはずなので、当該期間

についても脱退手当金を受給していることになっていることは納得でき

ない。 

また、申立期間①については、厚生年金保険の加入記録が無いと言わ

れた。入社日ははっきりしないが、Ａ社において１年以上働いていたに

もかかわらず、同社での厚生年金保険被保険者期間が３か月しかないの

は納得できない。申立期間についても厚生年金保険の被保険者であった

ことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間②後の厚生年金保険被保険者期間のみ脱退手当金

の請求手続を行ったと申し立てているところ、脱退手当金を支給する場

合、本来、過去のすべての厚生年金保険被保険者期間をその計算の基礎

とするものであり、申立期間②を含む支給日前のすべての厚生年金保険

被保険者期間を基礎として計算され、一連の事務処理も申立期間②を含



む脱退手当金を支給したとする社会保険事務所の事務処理に不自然さは

うかがえない。 

また、申立期間②の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、最

終事業所における厚生年金保険被保険者資格喪失日から約１か月後の昭

和 43 年８月 13 日に支給決定されており、脱退手当金の支給等に係る一

連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても申立期間②に係る脱退手当金について

は受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給していないことを

うかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできな

い。 

２ 一方、申立人は、申立期間①についても、Ａ社に勤務していたと申し

立てているところ、同僚等の供述から、申立期間①のうち昭和 37年８月

以降の期間については、申立人が同社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、上述の同僚等からは、申立人の申立期間①に係る厚生

年金保険料の控除等に関する供述は得ることができなかった上、社会保

険事務所の記録からは、申立人が記憶しており、かつ、申立人と同様の

業務に従事していたとする複数の同僚が申立期間①の期間中に同社の厚

生年金保険の被保険者であったという事実は確認できない。 

また、社会保険事務所のＡ社に係る事業所別被保険者名簿を確認した

ところ、整理番号の欠番等は見られず、社会保険事務所の事務処理に不

自然さは見当たらない。 

このほか、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなってお

り、人事記録等の関連資料は確認できず、当時の事業主等とは、連絡を

取ることができない上、申立人について申立期間①に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていた事実を確認できる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金

保険料を給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 2004 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 19年 10月１日から 23年５月１日まで 

② 昭和 23年５月１日から 24年 11月１日まで 

③ 昭和 24年 11月１日から 26年 11月 20日まで 

昭和 59年５月に社会保険事務所から申立期間について脱退手当金の支

給記録がある旨の通知を受けた。 

しかし、脱退手当金について会社から説明は無く、脱退手当金の請求

手続はもちろんのこと、もらった記憶も無いので、脱退手当金の支給記

録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について脱退手当金を受給していないと申し立てて

いるところ、申立人が勤務していた事業所の厚生年金保険被保険者名簿の

申立人が記載されているページとその前後４ページに記載されている女性

のうち、脱退手当金の支給記録が確認できた８名中６名が厚生年金保険被

保険者資格喪失日から５か月以内に脱退手当金の支給決定がなされている

ことに加え、事業主が代理請求を行っていたと供述していること、当時は

通算年金制度創設前であったことなどを踏まえると、申立人の脱退手当金

の請求についても、事業主が代理請求した可能性が高いものと考えられる。 

また、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立人の

厚生年金保険被保険者台帳には、脱退手当金が支給されたことが記載され

ているとともに、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から３

か月後の昭和 27 年２月 20 日に支給決定されているなど、一連の事務処理

に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手



当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 2005 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①に係る脱退手当金を受給していないものと認める

ことはできない。 

また、申立人は、申立期間②について、厚生年金保険被保険者として厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 32年５月１日から 35年１月１日まで 

② 昭和 35年１月１日から 36年１月１日まで 

平成 20年に社会保険事務所へ行き、年金記録を確認したところ、申立

期間①について脱退手当金が支給されたこととなっていることを初めて

知った。しかし、昭和 40年２月９日支給の脱退手当金については自分で

申請手続を行い、受給したことに間違いは無いが、申立期間①に係る脱

退手当金については申請手続を行った覚えは無いので、申立期間①に係

る脱退手当金の支給記録を訂正してほしい。 

また、申立期間②については、厚生年金保険の加入記録が無いと言わ

れた。昭和 27 年９月にＡ社に入社して以来、39 年 12 月末に退職するま

で同社には継続して勤務していたので、申立期間②についても厚生年金

保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人に対しては、申立期間①後の別の厚生年金保険被保険者期間に

ついても脱退手当金が支給されているが、その際、仮に申立期間①の脱

退手当金が支給されていなければ、当該期間も併せて請求手続が採られ

るべきところ、申立人は申立期間①後の厚生年金保険被保険者期間のみ

手続したと主張していることを踏まえると、申立期間①については既に

脱退手当金を支給されているものと認識して、請求手続が行われたもの

と考えるのが自然である。 



また、申立人の申立期間①に係る最終事業所の厚生年金保険被保険者

名簿には、脱退手当金が支給されたことを意味する「脱」の表示が記さ

れているとともに、申立期間①の脱退手当金は、支給額に計算上の誤り

は無く、申立期間①に係る最終事業所における厚生年金保険被保険者資

格喪失日から約２か月後の昭和 35年３月２日に支給決定されているなど、

脱退手当金の支給等に係る一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退

手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、

申立期間①に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはでき

ない。 

２ 一方、申立期間②について、申立人は、昭和 27年９月にＡ社に入社し、

39年 12月末に退職するまで、同社に継続して勤務しており、申立期間②

についても同社に勤務していたと申し立てている。 

しかしながら、申立期間当時の同僚等からは、申立人の申立期間②に

係る申立人の勤務や厚生年金保険料の控除等に関する供述は得ることが

できなかった上、Ａ社では、当時の担当者とは連絡が取れず、人事記録

等の関連資料も残っていないので、申立人の勤務や厚生年金保険料の控

除等の実態については分からないとしている。 

また、社会保険事務所の記録から、Ａ社では、申立期間当時、申立人

と同様の業務に従事していた複数の社員についても、厚生年金保険の被

保険者資格を喪失後、短期間のうちに被保険者資格を再取得していたこ

とが確認できる。 

さらに、社会保険事務所のＡ社に係る事業所別被保険者名簿を確認し

たところ、整理番号の欠番等は見られず、社会保険事務所の事務処理に

不自然さは見当たらない。 

このほか、申立人について申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていた事実を確認できる関連資料及び周辺事情

は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間②に係る厚生年金

保険料を給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 2006 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年９月１日から 41年１月 21日まで 

60歳になって、社会保険事務所に行って年金受給の手続をしたところ、

申立期間について脱退手当金の支給記録があることを初めて知った。 

しかし、私は、脱退手当金の請求を行ったことも無いし、受け取った

記憶も無いので、年金として受けられるようにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について脱退手当金を受給していないと申し立てて

いるところ、申立人の被保険者原票には脱退手当金が支給されたことを意

味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は、

支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格

喪失日から約３か月後の昭和 41年５月２日に支給決定されており、脱退手

当金の支給等に係る一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 2007 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年３月７日から 43年１月１日まで 

ねんきん特別便の通知を見て、申立期間について脱退手当金の支給記

録があることを初めて知った。 

しかし、事業所から脱退手当金について説明は無かったし、勤務期間

が短かったので退職金ももらっていない。脱退手当金については何も知

らなかったし、請求手続を行った記憶も無いので、脱退手当金の支給記

録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について脱退手当金を受給していないと申し立てて

いるところ、申立人の厚生年金保険被保険者名簿には脱退手当金が支給さ

れたことを意味する「脱」の表示が記載されているとともに、申立期間の

脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る最終事業所

における厚生年金保険被保険者資格喪失日から約６か月後の昭和 43年７月

19 日に支給決定されており、脱退手当金の支給等に係る一連の事務処理に

不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 2008 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37年５月１日から 39年６月 21日まで 

② 昭和 39年３月 16日から 43年１月１日まで 

平成 15 年３月に 65 歳になったので、社会保険事務所に行って年金の

手続を行ったところ、申立期間について脱退手当金を支給済みと言われ

た。 

しかし、脱退手当金をもらった覚えは無く、また、支給日とされる昭

和 43年６月ごろは出産を間近に控えており、手続などできるはずがない

ので、記録を訂正し、年金としてもらえるようにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、申立人は脱退手当金を受給していないと申し立てて

いるところ、申立人が勤務していた事業所の厚生年金保険被保険者名簿の

女性被保険者のうち、脱退手当金の支給記録を確認できた 10名全員が厚生

年金保険被保険者資格喪失日から５か月以内に脱退手当金の支給決定がな

されていることに加え、当該支給決定の記録がある者の一人は、事業所が

その請求手続をした旨の供述をしていることを踏まえると、申立人の脱退

手当金の請求についても、事業主が代理請求した可能性が高いものと考え

られる。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者名簿には脱退手当金が支給された

ことを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手

当金は、資格喪失日から約５か月後の昭和 43 年６月３日に支給決定されて

いるなど、脱退手当金の支給等に係る一連の事務処理に不自然さはうかが

えない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手



当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 


